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特集
新型コロナウイルス感染症に関連して

発生した人権問題への対応
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特集　新型コロナウイルス感染症に関連して発生した人権問題への対応

新型コロナウイルス感染症に関連して，感染者や医療従事者等への偏見・差別を始めと
する，様々な人権問題が発生している。
「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」は，「新型コロナウイルス感染症対策の状

況分析・提言」（令和２年３月19日）において「感染者，濃厚接触者とその家族，この感
染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行
為は，断じて許され」ないとした。その後の累次の提言においては，「医療機関や高齢者
福祉施設等で，大規模な施設内感染事例が発生し，医療・福祉従事者等に対する偏見や差
別が広がっている。こうした影響が，医療・福祉従事者本人のみならず，その家族に対し
ても及び，子どもの通園・通学を拒まれる事例も生じている。また，物流など社会機能の
維持に必要とされる職業に従事する人々に対しても，同様の事例がみられる。さらに，こ
うした風潮の中で，新型コロナウイルス感染症に感染した著名人などが，「謝罪」を行う
事例もみられる」，「こうした偏見や差別は，感染者やその家族の日常生活を困難にするだ
けでなく」，「感染者やその家族に過度な不安や恐怖を抱かせ」，「感染した事実を表面化さ
せることについて，本人が躊躇したり，周囲の者から咎められたりする事態に及び，その
ために周囲への感染の報告や検知を遅らせ，それによって更なる感染の拡大につながりか
ね」ず，「医療・福祉 従事者などの社会を支える人々のモチベーションを下げ，休職や離
職を助長し，医療崩壊や，物流の停止などといった極めて大きな問題につながりかねない」
等の指摘がされた。さらに，「感染から回復された方，その濃厚接触者だった方に対して，
学校や職場が理解を示さず，速やかな復帰ができない事例が報告されている」ことを受け
て，社会経済活動と感染拡大防止の両立を阻む偏見と差別は絶対にあってはならないもの
であるとした上で，国等に対し，悪質な偏見や差別の撲滅に向け，疾患に対する正しい認
識の周知に努めるとともに，人権が侵害されるような事態が生じないよう適切に取り組む
ことを求めた。

また，同提言では，対策が長期化する中，市民生活や経済社会への影響を考慮するとと
もに，対策と並行して対応していかなければならない社会的課題にも目を配っていくべき
との指摘もされており，感染拡大防止に配慮しつつ適切な支援が提供されるよう必要な措
置を講じていくべき課題として「長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影
響，配偶者からの暴力や児童虐待」，「感染者やその家族，医療従事者等に対する差別や風
評被害」などが挙げられている。

令和２年９月には，新型コロナウイルスに感染した者やその濃厚接触者，医療従事者等
に対する偏見・差別等の実態把握や啓発の在り方等を検討するため，「新型インフルエン
ザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会」の下に「偏見・差別とプライ
バシーに関するワーキンググループ」（以下「ワーキンググループ」という。）が設置され
た。ワーキンググループでは，新型コロナウイルス感染症に関連する偏見・差別等の実態
を把握するために様々な関係団体・機関からヒアリング等が行われ，その結果，医療機関・
介護施設や医療・介護従事者及びその家族等に対する差別的な言動，学校や学校関係者等
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に対する差別的な言動，勤務先に関連する偏見・差別等の行為，インターネットやSNS上
での差別的な言動，個人に関連する情報を含む詳細な報道など，様々な場所で様々な態様
による差別的な言動が発生していたことが明らかとなった。令和２年11月，ワーキンググ
ループは，ヒアリング等によって把握した偏見・差別等の実態とそれに関する関係者の取
組，そこから考察できる論点及び国や地方自治体，関係団体・NPO 等が今後更なる取組
を進めるに当たって踏まえるべきポイントを取りまとめ，公表した。

令和３年２月３日には，「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法
律」（令和３年法律第５号。以下「改正特措法」という。）が成立し，4月１日施行に係る
ものを除き３月13日に施行された。改正特措法においては，新たに，新型コロナウイルス
感染症を含む新型インフルエンザ等の患者等（「患者及び医療従事者並びにこれらの者の
家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者」）に対する差別的取扱いの防止に係る，
国及び地方公共団体の責務を定める規定が設けられた。政府は，この規定も踏まえ，新型
コロナウイルス感染症患者等の人権が尊重され，及び何人も差別的取扱い等を受けること
のないようにするため，患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握，新型コロナウイル
ス感染症患者等に対する相談支援並びに新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集，
整理，分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこととしている。

政府は，「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和２年３月28日新型コ
ロナウイルス感染症対策本部決定。累次変更あり。以下「基本的対処方針」という。）に
おいて，新型コロナウイルス感染症対策を実施するに当たって準拠となるべき統一的指針
を示しているところ，ワーキンググループによる議論の取りまとめや改正特措法等を受け，

「新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項」として「感染者・濃厚接触者や，
診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対策に携わった方々に対する誤解や偏見に
基づく差別を行わないことの呼びかけ」を行うこと，「新型コロナウイルス感染症に関す
る正しい知識の普及に加え，政府の統一的なホームページ（corona.go.jp）等を活用し，
地方公共団体や関係団体等の取組の横展開にも資するよう，偏見・差別等の防止等に向け
た啓発・教育に資する発信を強化すること」，「感染者やその家族，勤務先等に対する偏見・
差別等の実態の把握に努めるとともに，偏見・差別等への相談体制を，研修の充実，NPO
を含めた関係機関の連携，政府による支援，SNSの活用等により強化すること」，「悪質な
行為には法的責任が伴うことについて，政府の統一的なホームページ等を活用して，幅広
く周知すること」，「新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた行政による情報公表の在
り方に関して，改めて政府としての統一的な考え方を整理すること。また，情報の公表に
当たっては，個人情報の保護に留意すること」，「クラスター発生等の有事対応中において
は，感染症に関する正しい知識に加えて，感染者等を温かく見守るべきこと等を発信する
こと」，「新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が偏見・差別等による風評
被害を受けないよう，国民への普及啓発等必要な取組を実施する」こと，「海外から一時
帰国した児童生徒等への学校の受入れ支援やいじめ防止等の必要な取組を実施する」こと
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を掲げ，さらに，対策が長期化する中で生ずる様々な社会的課題への対応として，「長期
間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響，配偶者暴力，性犯罪・性暴力や児
童虐待等」，「情報公開と人権との協調への配慮」等も掲げ，各種の取組及び適切な支援を
行うこととしている。

令和２年度における取組は，以下のとおりである。

⑴　感染症に関する正しい知識の普及，偏見・差別等の防止に向けた注意喚起・啓発・教育
新型コロナウイルス感染症流行の早期には，クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス

号」の乗客・乗員，さらに最前線で感染者の治療にあたってきた医療従事者やその家族
等に対する偏見・差別等の行為が発生した。特に，医療従事者については，偏見・差別
等の行為による医療従事者らの離職等が医療機関の機能不全の原因となるおそれが懸念
された。その後も，感染者の存在やクラスター発生を公表した学校，事業所，保育所や
介護施設等の関係者らへの差別的言動の事例や，感染症の流行が拡大している地域の住
民，そこからの帰省者や来訪者への差別的な言動の事例等が散見された。

新型コロナウイルス感染症へのり患は誰にでも生じ得るものであり，感染者やその家
族，勤務先等に対する不当な扱いや誹謗中傷は，人権侵害に当たり得るのみならず，体
調不良時の受診遅れや検査回避，保健所の積極的疫学調査への協力拒否等につながり，
結果として感染防止策に支障を生じさせかねない。

このような行為を防止するため，ワーキンググループによる議論のとりまとめや改正
特措法第13条第２項の規定等を踏まえ，感染者等の人権が尊重され，何人も差別的な取
扱い等を受けることのないよう，関係省庁において，各種の取組を実施した。
ア　内閣官房においては，政府広報等により，医療従事者をはじめとする関係者への人

権上の配慮を呼びかけるテレビスポットＣＭや，偏見・差別に関する取組についての
国務大臣動画メッセージのホームページ掲載等を実施した。

イ　厚生労働省においては，ホームページ上に，日本赤十字社の差別や偏見防止に関す
る資料，医療従事者向けの感謝のポスターのほか，一般の方向けの啓発資料を示して
いる。また，医療従事者等の子どもに対する保育所などにおける預かりの拒否等に関
して，医療従事者等は感染防御を十分に行った上で対策や治療に当たっていること，
市町村等においては医療従事者等の子どもに対する偏見・差別が生じないよう十分配
慮することを徹底する事務連絡を令和２年４月に発出している。  
　また，令和２年12月４日より，『「#（ハッシュタグ）広がれありがとうの輪」プロジェ
クト』を開始し，感染予防の徹底と，医療従事者を始め，感染者やその周囲の方々に
対する偏見・差別の解消を図るための情報発信の取組を開始しており，賛同いただく
組織，個人の皆様とつながり，一丸となり推し進めている。
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リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました！」

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を
防止するための規定が設けられました！

（新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律 令和３年２月１３日施行）

新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告
されています。こうした偏見や差別は決して許されません。

（感染したことを理由に解雇される）

（回復しているのに出社を拒否される）

（病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される）

（感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する）

1

事例

1

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 （令和３年法律第５号）（抄）
〈令和３年２月13日施行〉
（知識の普及等）
第13条
２ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフル
エンザ等に起因する差別的取扱い等（次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取
扱い等」という。）及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す
行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並
びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者（以下この項において「新
型インフルエンザ等患者等」という。）の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受け
ることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の
把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情
報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを

理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為

特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊
重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防
止するための規定が設けられました。

国や地方公共団体は、新型コロナに関する差別的取扱い等の実
態把握や啓発活動を行います。

2

（感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する）

（無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される）

ポスター「医療従事者応援ポスター」

ロゴ「#広がれありがとうの輪」

ウ　法務省の人権擁護機関では，令和２年２月以降，ホームページやSNS，インターネッ
トバナー広告，コロナ差別防止を呼びかけるキャッチフレーズを記載したバックパネ
ルなど様々な媒体を用いて，感染者・濃厚接触者や医療従事者，その家族等に対し，
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誤解や偏見に基づく差別を行わないよう，繰り返し呼びかけるとともに，人権相談窓
口の周知等を行った。また，法務大臣から，このような不当な差別は許されるもので
はないこと，自粛生活の中で懸念されるDVや虐待を含め，被害にあった場合には人
権の相談窓口を活用してほしい旨のビデオメッセージを発信するとともに，人権教育
啓発推進センターが実施する「STOP ！コロナ差別キャンペーン」との連携や，各種
スポーツ団体や地方公共団体からSNSや広報誌による広報への協力を得るなどして広
く周知した。  
　令和２年７月には，有識者による新型コロナウイルス感染症と人権に関する座談会
を実施し，その内容について，特設サイト（https://www.jinken-library.jp/corona2020/）
を開設して周知したほか，全国紙，地方紙及び雑誌への掲載，オンライン記事の配信，
ラジオ広報，リーフレットの作成・配布など，各種媒体による啓発広報を行った。  
　さらに，第72回人権週間の実施に当たり，法務大臣から，改めてコロナ禍における
人権尊重の重要性についてメッセージを発出するとともに，東京都内主要駅構内にお
いて，デジタルサイネージを活用した広告，インターネット動画広告を実施した。  
　加えて，令和３年３月，「不安を差別につなげちゃいけない。」をキャッチフレーズ
とした新型コロナウイルス感染症関連人権啓発キャンペーンを実施し，尾身茂新型コ
ロナウイルス感染症対策分科会会長によるメッセージ動画を作成し，特設サイト

（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html）や公式SNSでの配信に加え，
リーフレットの作成・配布，屋外大型ビション，電車内・駅構内のサイネージ，ラジ
オ，雑誌等，各種媒体を活用した広告を展開するとともに，厚生労働省と連携して，
同省主唱の「#広がれありがとうの輪」プロジェクト及び賛同企業・団体の取組につ
いて更なる周知を図った。  
　このほか，全国の法務局・地方法務局において，新型コロナウイルス感染症に関連
した差別等言動を行わないよう呼びかける横断幕等を掲出するなど，市民運動「シト
ラスリボンプロジェクト」とも連携しつつ，新型コロナウイルス感染症に関する正し
い知識の普及，偏見・差別等の防止等に向けた人権啓発活動を行った。  
　また，特にインターネット上での差別的な書き込みや誹謗中傷等については，児童
やその保護者を対象とした啓発冊子や啓発動画の配布・配信，人権教室の実施のほか，
総務省及びSNS事業者団体である「一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機
構」と共同して，「#No Heart No SNS（ハートがなけりゃ SNSじゃない！）」（ノーハー
ト ノーエスエヌエス）をスローガンに，SNS利用に関する人権啓発サイト（https://
no-heart-no-sns.smaj.or.jp/）を開設したり，新聞広告，インターネット動画広告，東
京都主要駅構内におけるデジタルサイネージを活用した広告を実施したりして，繰り
返し，人権に配慮した適切なSNS利用を呼びかけ，相談窓口等を周知するなど，取組
を強化した。
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リーフレット
「新型コロナウイルス感染症と人権に関する座談会」

リーフレット
「不安を差別につなげちゃいけない。」

特設サイトも公開中です。ぜひご覧ください。

新型コロナウイルスの正しい知識・最新情報
新型コロナウイルス感染症の正しい知識・情報は日々変わっていきます。

こちらでは全国の感染状況を踏まえて日々、最新の正しい情報・知識が更新されています。

悪質な行為には法的責任が 伴います。
信頼できる正しい知識・最新の情報で 行 動しましょう。

新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見をなくしましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_6

#広がれありがとうの輪
をつけて、感謝の気持ちや応援を
投稿してみませんか？

https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルス感染症について
（厚生労働省）

https://corona.go.jp/

新型コロナウイルス
感染症対策（内閣官房）

「＃広がれありがとうの輪」 プロジェクト（厚生労働省主唱）

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

コロナ差別で悩んでいませんか？
つらいこと、お困りごと、
まずはお話しください。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

https://www.jinken.go.jp/
soudan/PC_CH/0101.html

（パソコン、スマートフォン共通）
下の2次元コードを読み込んでください。

人権
相談窓口の

ご案内

様々な人権問題に関するインターネット相談はこちら

インターネット人権相談
Counseling on the Internet

https://www.jinken.go.jp/

様々な人権問題に関する相談はこちら

みんなの人権110番

０５７０－００３－１１０（　　　）平日午前８時３０分
　～午後５時１５分

セクハラ・家族内暴力など女性の人権の相談はこちら

女性の人権ホットライン

０５７０－０７０－８１０（　　　）平日午前８時３０分
　～午後５時１５分

いじめ・虐待など子どもの人権の相談はこちら

子どもの人権110番

０１２０－００７－１１０（　　　）平日午前８時３０分
　～午後５時１５分

外国語での人権の相談はこちら（１０言語対応）

0570-090-911
外国語人権相談ダイヤル Telephone Counseling

Weekdays 9:00 through 17:00

法務省

人権相談窓口は
こちらから

法務省・全国人権擁護委員連合会法務省・全国人権擁護委員連合会 特設サイトも公開中。
ご覧ください。

人権イメージキャラクター
人KENまもる君

※「コロナ」は新型コロナウイルス感染症を指します。

人KENあゆみちゃん

不安を差別に
　つなげちゃいけない。

気づこう、

変えよう、

そのひとこと。

STOP! コロナ差別

新型コロナウイルス
感染症対策分科会会長

尾身 茂

あなたの言葉や行動が人を傷つけてしまうことがあります。
この冊子をきっかけに「自分のこと」として考えてみましょう。

コロナをおそれて、
過剰な反応になっていませんか?

相談する
（　　　）平日午前9時0０分

　～午後５時00分

法務局における懸垂幕の掲出

エ　文部科学省においては，新型コロナウイルス感染症に関連した児童生徒等に対する
差別や偏見を防止するため，各都道府県教育委員会等に通知を発出し，適切な知識を
もとに発達段階に応じた指導を行うことなどを通じて，生徒指導上の配慮等を十分に
行うことなどを周知するとともに，令和２年８月には新型コロナウイルス感染症は誰
もが感染する可能性があること，感染者に対する偏見・差別は許されないことなどを
内容とする児童生徒等向け，教職員向け，保護者・地域住民向けの大臣メッセージを
発出した。

　　また，インターネット上のトラブルを防ぐための情報モラル教育の充実に向けて，
教員向け指導資料の作成や児童生徒向け啓発資料の作成等を行うとともに，子どもた
ちが新型コロナウイルス感染症に対する不安から陥りやすい差別や偏見などについて
考えるための啓発動画等を作成し，周知した。

⑵　偏見・差別等に関する相談，SNS等における誹謗中傷等への対応
厚生労働省においては，都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーで

職場におけるいじめ・嫌がらせなどの相談を受け付けている。また，顧客等からの著し
い迷惑行為については，労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止のための
指針において，事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組を記載し，周



116116

特集　新型コロナウイルス感染症に関連して発生した人権問題への対応

知啓発を行っている。併せて，過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として，
人格を否定するような言動を行うこと等は，職場におけるパワーハラスメントに該当す
る場合がある旨をホームページに掲載し，関係団体に周知を行っている。

法務省の人権擁護機関においては，法務局職員や人権擁護委員が人権に関する相談を
受け付けており，新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談も寄せられている。ま
た，人権擁護機関では，人権侵犯事件の調査救済活動として，被害者からの申告等を受
け，事案の調査及び適切な措置（「調整」，「援助」，「勧告」など）を実施している。人
権侵犯事件の中には，インターネット上の書き込みによる名誉毀損やプライバシー侵害
といったものもあり，そのような場合の対応として，警察窓口の紹介，プロバイダ等へ
の書き込み削除依頼の具体的方法の助言を行うほか，事案に応じて，当該書き込みの違
法性を判断した上で，法務局からプロバイダ等へ当該書き込みの削除要請を行うなどし
ている。  
　文部科学省においては，SNS等を通じていじめを含む様々な悩みを抱える児童生徒
等からの相談を受け付ける体制を整備するため，SNS等を活用した相談事業を実施し
ている。

⑶　新型コロナウイルス感染症に伴うDV被害等の増加や深刻化への対応
新型コロナウイルス感染症の拡大は，特に女性への影響が深刻である。生活不安やス

トレスによるDV等の増加・深刻化，雇用への影響や自殺者の増加など，様々な問題が
顕在化している。

内閣府では，令和２年９月に有識者による「コロナ下の女性への影響と課題に関する
研究会」を立ち上げ，同年11月には政府に対するDV対策の強化等を含む「緊急提言」
がまとめられた。

加えて，内閣府では，令和２年４月から，24時間対応の電話相談に加えて，SNS・メー
ル相談，外国語，WEB面談に対応した，新たな相談窓口（DV相談+（プラス））を開設
し，相談体制の強化を図っている。

⑷　新型コロナウイルス感染症に伴う児童虐待防止対策の強化
新型コロナウイルス感染症の影響により子どもの見守りの機会が減少し，児童虐待リ

スクが高まったことから，令和２年４月，要保護児童対策地域協議会が中核となり，様々
な地域ネットワークを総動員し，支援ニーズの高い子ども等を早期に発見する体制を強
化するとともに，定期的に見守る体制を確保する「子どもの見守り強化アクションプラ
ン」を策定した。

同アクションプランでは，例えば，子育て広場や子ども食堂（食事の宅配等を含む。）
を運営する民間団体等にも幅広く協力を求め，様々な地域ネットワークを総動員して，
地域の見守り体制の強化を図っている。法務省の人権擁護機関においても，同アクショ
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ンプランに基づき，要保護児童対策地域協議会から協力要請があった場合には，新型コ
ロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた上で，人権擁護委員等が支援対象児童等の
状況把握に協力するなど，連携して対応することとしている。

⑸　基本的対処方針等を踏まえた今後の更なる取組
令和３年３月18日，政府は，感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の

状況について分析・評価を行い，全ての都道府県が緊急事態措置区域に該当しないこと
となったため，「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（平成24年法律第31号）第32条
第１項に基づく緊急事態宣言を，同年３月21日をもって終了することとした。もっとも，
新型コロナウイルス感染症に関連した偏見や差別は，重大な人権侵害につながるだけで
なく，感染防止策にも悪影響を与えるものであり，基本的対処方針や新型インフルエン
ザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律により新たに設けられた差別的取扱い等の
防止に関する規定等を踏まえつつ，引き続き，取り組んでいく必要がある。  
　具体的には，新型コロナウイルス感染症に関連する偏見・差別の解消に向け，偏見や
差別はあってはならないというメッセージを様々な手法により発信するとともに，関係
省庁が連携して各種相談窓口の周知を行う。また，偏見・差別等の防止に向けた啓発・
教育に資する発信の強化，国による地方自治体における相談体制構築の取組に対する支
援，統一的なウェブサイトやSNS等のツールを用いた情報発信の強化及び新型コロナウ
イルス感染症の特性を踏まえた情報公表の在り方や基準の整理・公表といった取組を実
施することを予定している。

また，新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し，人と人との接触機会が減少する
中，社会的な孤独・孤立の問題が深刻化していることを受けて，政府は，令和３年２月
19日，内閣官房に孤独・孤立対策担当室を設置した。同年２月25日には，コロナ禍の中
で不安や悩みを抱える人々に向けて，様々な支援策があることなどをメッセージとして
発出することを目的として「孤独・孤立を防ぎ，不安に寄り添い，つながるための緊急
フォーラム」を開催し，支援活動に取り組んでいるNPO等民間参加者からのヒアリング
や意見交換を実施したほか，同年３月12日には，政府全体として総合的かつ効果的な対
策を検討・推進するため，全府省庁の副大臣を構成員とする「第１回孤独・孤立対策に
関する連絡調整会議」を開催し，坂本孤独・孤立対策担当大臣から各副大臣へ施策検討
の指示等を行った。

以上が令和２年度内の施策であるが，新型コロナウイルス感染症をめぐる動向や関連
する問題を最大限注視しつつ，今後とも適切な措置を講じていく必要がある。
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